
新 旧 対 照 表

改正後 改正前

（趣旨）

第１条 この規程は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第８条第１項

により設置する高知県児童福祉審議会（以下「審議会」という。）の部会

及び委員会（以下「部会等」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。

（部会等）

第２条 審議会に次の部会を置き、各部会は別表に定める事項を調査審議す

る。

（１）施設部会

（２）ひとり親家庭部会

（３）保護育成部会

（４）保育部会

（５）児童虐待検証部会

２ 施設部会に里親認定委員会とこども支援専門委員会を置き、各委員会は

別表に定める事項を調査審議する。

（削除）

（目的）

第１条 この規程は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第８条第１項に

より設置する高知県児童福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営の

円滑を期するために必要な事項を規定することを目的とする。

（部会）

第２条 審議会に次の部会を置く。

（１）施設部会

（２）ひとり親家庭部会

（３）保護育成部会

①保護育成部会の審議をもって、審議会の意見とする。

（４）保育部会

①保育部会の審議をもって、審議会の意見とする。

（５）児童虐待検証部会

①児童虐待検証部会の審議をもって、審議会の意見とする。

②児童虐待検証部会の運営に関し必要な事項は、別途定める。

（第２項追加） ※第 11 条より

（部会の任務）

第３条 各部会の任務は、おおむね次のとおりとする。

（１）施設部会は、児童福祉施設その他児童福祉法に関する事項（他の部

会に属する事項は除く。）を調査審議する。

（２）ひとり親家庭部会は、ひとり親家庭の福祉に関する事項を調査審議
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（部会等の構成）

第３条 部会等は、審議会の委員をもって構成し、所属委員は審議会におい

て決定する。

２ 略

（部会長、副部会長、委員長及び副委員長）

第４条 略

２ 略

３ 施設部会のうち里親認定委員会の委員長及び副委員長は、施設部会の部

会長及び副部会長を充てる。

４ 施設部会のうちこども支援専門委員会の委員長及び副委員長は、所属委

員会委員の中から施設部会長が指名する。

５ 部会長及び委員長は、会務を総理し、部会及び委員会を代表する。

６ 副部会長は部会長を、副委員長は委員長を補佐し、部会長及び委員長に

事故があるとき又は部会長及び委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。

（削除）

（会議）

第５条 部会等の会議（以下「会議」という。）は、部会長及び委員長（以

下「部会長等」という。）が招集する。

２ 部会長等は、知事の請求があったとき又は部会等の委員の総数の四分の

一以上の請求があったときは、これを招集しなければならない。

する。

（３）保護育成部会は、高知県青少年保護育成条例（昭和 52 年条例第 32

号）及び青少年の健全育成に関する事項を調査審議する。

（４）保育部会は、保育に関する事項を調査審議する。

（５）児童虐待検証部会は、児童虐待による死亡事例等を検証する。

（部会の構成）

第４条 部会は、審議会の委員をもって構成し、所属委員は審議会において

決定する。

２ 臨時委員は、知事の任命（委嘱）事由に基づき、第２条のいづれかの部

会に所属するものとする。

（部会長及び副部会長）

第５条 各部会（児童虐待検証部会を除く。）の部会長及び副部会長は、所

属部会委員の互選により決定する。

２ 児童虐待検証部会の部会長及び副部会長は、所属部会委員（臨時委員含

む。）の互選により決定する。

（第３項～第６項追加）

第６条（削除）

（招集）

第７条 部会は、審議会の委員長がこれを招集する。

２ 委員長は、知事の請求があったとき又は審議会の委員の総数の四分の一

以上の請求があったときは、これを招集しなければならない。

３ 審議事項に関して利害関係を有する委員については、これを招集しな



３ 会議の議長は、部会長等が当たる。

４ 会議は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議

決をすることができない。

５ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、部会長等の決するところによる。

６ 審議事項に関して利害関係を有する委員については、これを招集しな

い。

（書面等による議決）

第６条 部会長等は、必要と認める場合は、事案の概要を記載した書面等を

委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって部

会等の議決とすることができる。

２ 前項の規定により議決を行った場合は、部会長等が次の会議において報

告しなければならない。

（権限）

第７条 部会等の審議をもって、審議会の意見とする。

２ 部会等は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関等に対して所

属職員の出席及び資料の提出を求めることができる。

３ 部会長等は、必要があると認めたときは、関係機関等への調査を行うこ

とができる。

（委任）

第８条 その部会等の運営に関し必要な事項は、部会長等が定める。

（削除）

い。

（議事及び議決）

第８条 部会は、委員の総数の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き

議決することができない。

２ 部会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、

委員長の決するところによる。

（追加）

（権限）

第９条 部会は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対して所

属職員の出席及び資料の提出を求めることができる。

（第１項、第３項追加）

（委任）

第 10 条 その部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

（委員会）

第 11 条 審議会の部会に次の委員会を置く。

（１）施設部会

里親認定委員会及びこども支援専門委員会

①委員会の審議をもって、審議会の意見とする。

２ 委員会の運営に関し必要な事項は、別途定める。



附 則

この規程は、昭和 55 年６月 16日から適用する。

附 則

この規程は、平成 15 年５月 23日から適用する。

附 則

この規程は、平成 16 年８月６日から適用する。

附 則

この規程は、平成 20 年７月 28日から適用する。

附 則

この規程は、平成 27 年８月 19日から適用する。

附 則

この規程は、平成 28 年８月 31日から適用する。

附 則

この規程は、平成 30 年 月 日から適用する。

別表

附 則

この規程は、昭和 55 年６月 16 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 15 年５月 23 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 16 年８月６日から適用する。

附 則

この規程は、平成 20 年７月 28 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 27 年８月 19 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 28 年８月 31 日から適用する。

部会等名 事項

施設部会 ・児童福祉施設（保育所を除く。）の設備又は

運営が施設運営基準に達せず、かつ、児童福

祉に著しく有害と認められる施設への事業停

止命令に対する意見

・無認可施設（保育所を除く。）への事業停止

命令又は施設閉鎖命令に対する意見

・児童福祉施設最低基準を超える設備及び運営

の向上に対する意見

・都道府県社会的養育推進計画等に対する意見



・その他児童福祉施設等に関する事項（他の部

会に属する事項を除く。）の調査審議

ひとり親家庭部会 ・母子家庭等の福祉に関する事項の調査審議、

諮問に対する意見

保護育成部会 ・有害図書類等の指定に関する意見

・その他青少年の健全育成に関する事項の調査

審議

保育部会 ・保育所の認可に対する意見

・児童福祉施設（保育所に限る。）の設備又は

運営が施設運営基準に達せず、かつ、児童福

祉に著しく有害と認められる施設への事業停

止命令に対する意見

・無認可施設（保育所に限る。）への事業停止

命令又は施設閉鎖命令に対する意見

児童虐待検証部会 ・児童虐待事例（心身に著しく重大な被害を受

けた事例）の分析

・児童虐待の予防及び早期発見の方策、児童虐

待を受けた児童のケア、児童虐待を行った保

護者の指導及び支援のあり方、関係機関の職

員が児童虐待の防止に果たすべき役割等のた

めに必要な事項についての調査研究及び検証

・取り組むべき課題と再発防止に向けた提言

・その他検証の目的に必要と認められる事項の

調査審議

里親認定委員会 ・里親認定への意見



こども支援専門委員会 ・被措置児童等虐待への措置状況（事実確認含

む。）に対する意見

・児童又はその保護者等の意に反する措置入所

等に対する意見

・児童相談所長又は児童養護施設長等による監

護措置について親権者等から不当に妨げる行

為があった場合の対応方針等に係る意見

・児童相談所長又は児童養護施設長等が児童の

生命・身体の安全確保のために親権者等の意

に反して行う医療行為への同意に係る意見

・その他児童の処遇に関する事項の調査審議


